
野田市公告第２３６号 

 

 野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託について、公募型プロポーザル

を実施するので、次のとおり公告する。 

 

  令和５年１０月１１日 

 

野田市長 鈴 木  有     

 

１ 公募型プロポーザルに付する事項 

（１）業務名称  野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託 

（２）委託場所  野田市自然経済推進部スポーツ推進課指定場所 

（３）委託期間  契約締結日の翌日から令和６年３月１５日まで 

（４）提案限度額 金２０，０００，０００円(消費税等相当額を含む) 

※ なお、提案限度額は、本業務の見積金額及び令和６年度

に実施予定である導入可能性調査業務の見積金額を合わ

せた総額とする。 

２ スケジュール（予定） 

No. 手続等の名称 日程、締切り等 

１ 募集要項・仕様書等の公表 令和５年 10月 11日（水） 

２ 質問書の提出期限 令和５年 11月 ２日（木） 

３ 質問書に対する回答期限 令和５年 11月 ８日（水） 

４ 参加申込書の提出期限 令和５年 11月 15日（水） 

５ 企画提案書及びその他提出資料の提出期限 令和５年 11月 24日（金） 

６ 第１次審査結果の通知 令和５年 12月 １日（金） 

７ 第２次審査プロポーザル実施日 令和５年 12月 13日（水） 

８ 第２次審査結果の通知 令和５年 12月 15日（金） 

９ 契約予定日 令和５年 12月 20日（水） 

 

３ その他 

 公募型プロポーザル手続の詳細は、「野田市総合公園水泳場整備検討支援業務

委託に係る公募型プロポーザル募集要項」に定めるところによる。 

 

４ 事務局（問合せ先） 

（１）野田市自然経済推進部スポーツ推進課 

（２）所在地 千葉県野田市鶴奉７番地の１ 

（３）連絡先 直通電話番号 04-7123-1367 ＦＡＸ 04-7122-1581 

（４）電子メールアドレス sports@mail.city.noda.chiba.jp 
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野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る 

公募型プロポーザル募集要項 

 

 

１ 目的 

本要項は、野田市(以下「本市」という。)が実施する野田市総合公園水泳場整備検討

支援業務委託（以下「本業務」という。）に際し、専門的知識を有し、当該業務委託の履

行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)を公募型プロ

ポーザル方式により募集及び選定することについて必要な事項を定めたものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

   野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託 

（２）目 的 

   総合公園水泳場の跡地について、室内温水プールを軸として、ＰＦＩ等の民間活力

の導入による整備を検討するに当たり、民間活力導入可能性調査（以下、「導入可能

性調査」という。）の実施を前提とし、地域の現状や課題を始め周辺の状況のほか、住

民、利用者のニーズに沿った整備を総合的に推進する整備方針を策定することを目的

とする。 

詳細については、野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託仕様書を参照のこと。 

（３）履行期間  本業務：契約締結日の翌日から令和６年３月１５日（金）まで 

         導入可能性調査業務：令和６年度に実施予定 

（４）提案限度額 金２０，０００，０００円(消費税等相当額を含む) 

なお、提案限度額は、本業務の見積金額及び導入可能性調査業務の見 

積金額を合わせた総額とする。 

（５）選定方法  提案書等による公募型プロポーザル方式とし、公平に審査し適切な事 

業者を選定する。 

なお、「３ 選定方式」のとおり２段階で行う。 

（６）契約方法  選定の上で、随意契約とする。 

 

３ 選定方式   

企画提案書等による公募型プロポーザル方式とする。ただし、応募事業者が多数の場合

は１次審査として書類審査を行い、２次審査への参加を５者以内に絞り込む２段階の選定
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を行う。 

なお、本業務の実施後、次年度に実施を予定している導入可能性調査について、原則と

して本業務の受注者に優先的に発注を予定していることから、企画提案書は、本業務及び

導入可能性調査業務の内容も含めて作成し、プレゼンテーションを行う。 

導入可能性調査の実施予定項目は、別紙を参照のこと。 

 

４ 参加資格 

 本プロポーザルに参加を希望する事業者（以下「応募者」という。）は、次の要件を全

て満たしていなければならない。 

（１）野田市入札参加資格業者名簿に登録されている者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（３）野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱の規定による指名停止措置を受けて

いる者でないこと。なお、参加申込書類の提出期限から契約候補者が特定するまでの

期間に、本市から指名停止措置を受けた者は、参加資格を失う。 

（４）野田市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成 12年５月 11日制定）に基づく指名停

止を受けていないこと。 

（５）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用申請をしたときは、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がなされていること及び民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）の適用申請をしたときは、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がな

されていること。 

（７）手形交換所による取引停止処分を受けたときは、停止処分を受けてから２年を経過

していること又は当該入札日前６か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出して

いないこと。 

（８）過去５か年度（平成 30年度～令和４年度）において、同種業務（※１）又は類似業

務(※２)を実施した実績を有する者であること。 

 

（※１） 同種業務とは、民間活力の導入を前提とした水泳場を含む公共施設等の整備

等に関する事業に係る導入可能性に関する調査業務又は基本計画等作成業務

等をいう。 

(※２) 類似業務とは、民間活力の導入を前提とした水泳場以外のスポーツに関する

公共施設の整備等に関する事業に係る導入可能性に関する調査業務又は基本計

画等作成業務等をいう。 
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５ プロポーザルに関する日程 

事  項 日  程 

募集要項・仕様書等の公表（公告・HP） 令和５年 10月 11日（水） 

質問書の提出期限 令和５年 11月 ２日（木） 

質問書に対する回答期限 令和５年 11月 ８日（水） 

参加申込書の提出期限 令和５年 11月 15日（水） 

企画提案書及びその他提出資料の提出期限 令和５年 11月 24日（金） 

第１次審査結果の通知 令和５年 12月 １日（金） 

第２次審査プロポーザル実施日 令和５年 12月 13日（水） 

第２次審査結果の通知 令和５年 12月 15日（金） 

契約予定日 令和５年 12月 20日（水） 

 

６ 実施要項等の交付、質問、参加申込 

プロポーザルの手続に使用する言語は日本語、単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）

に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

（１）実施要項・仕様書等の交付 

①期  間 令和５年１０月１１日（水）から野田市ホームページで公開 

 

（２）質問 

①受付期間 令和５年１０月１１日（水）から令和５年１１月２日（木）まで 

午前９時から午後５時まで ※土・日曜、祝日の受付は行わない。 

②提出方法 「質問書（様式１）」を使い、電子メールにてスポーツ推進課に提出 

  電子メールアドレス： sports@mail.city.noda.chiba.jp 

※受付期間を過ぎた質問のほか、電話や訪問による質問は受付けない。 

③回答期限 令和５年１１月８日（水） 

④回答方法 電子メールで回答 

 

（３）参加申込の受付 

①受付期間 令和５年１０月１１日(水)から令和５年１１月１５日（水）まで（必着） 

午前９時から午後５時まで  ※土・日曜、祝日の受付は行わない。 

②提出方法 代表者印を押印した「参加申込書（様式２）」、「申立書（様式３）」及び

「会社概要」（パンフレット等）をスポーツ推進課に直接持参又は郵送（書

留での郵送に限る） 

③提出部数 各１部 
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７ 企画提案書等の提出 

応募者は、募集要項及び仕様書、質問の回答を熟読し、次の審査書類を提出する。 

（１）提出書類 

 提出書類 備考 

１ 同種業務等実績書 任意様式 

２ 技術者体制書（様式４）  

３ 業務工程表・作業フロー 任意様式 

４ 企画提案書（様式５－１、５－２） 様式５－１は本業務 

様式５－２は導入可能性調査業務 

５ 価格提案書（参考見積書）（様式６） 

及び積算内訳書 

積算内訳書は任意様式 

６ 委任状（様式７） ※必要に応じて提出 

 

（２）提出部数 提出に際し、１から６の資料を１冊にまとめ、８部（正本１部、写 

し７部）提出すること。 

 

（３）提出期間 令和５年１０月１１日(水)から令和５年１１月２４日(金)まで（必着） 

※ 土・日曜、祝日の受付は行わない。 

※ 受付時間は、期間中、午前９時から午後５時まで。 

※ 提出期間後の受付はしない。期限までに提出されない場合は失格

とする。ただし、期間内に提出された書類のうち、追加書類を市が

求めた場合はこの限りではない。 

 

（４）提出方法 ① 来庁 

② 郵送(書留での郵送に限る) 

 

（５）提出先  〒278-8550 千葉県野田市鶴奉７－１ 

野田市役所７階 自然経済推進部 スポーツ推進課 

 

（６）提出書類作成の留意事項 

「（１）提出書類」については、次の事項を遵守すること。 

①  企画提案は、１者１提案とする。 

② 「１ 同種業務等実績書」に記載する同種業務等とは、「４ 参加資格」の（８）

に記載の同種業務及び類似業務をいう。 
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③ 「４ 企画提案書」に記載する提案内容は、「総合公園水泳場について」(参考資

料１)を踏まえたものとすること。 

④ 「４ 企画提案書」は、Ａ４版縦、両面カラー印刷、本業務及び導入可能性調査

の提案を合わせて３０ページ(１５枚)以内（表紙・目次を除く）、下部中央にペー

ジ番号を記入し、長辺を綴じること。なお、一部、Ａ３版を使用する必要がある

場合は、片面印刷として片袖折にして綴じこむこと。但し、Ａ３版１枚につき、

２ページ分とみなすものとする。 

⑤「４ 企画提案書」の作成は、次の事項を満たすものとする。 

ア 本業務及び次年度において実施予定の導入可能性調査の企画提案書をそれぞ

れ作成すること。 

イ 企画提案書はそれぞれに表紙及び目次を付すこと。 

ウ 仕様書第７条「（１）現状把握」の各項目における業務実施方法を記載するこ

と。 

エ 仕様書第７条「(２)施設整備コンセプトの検討」の各項目における業務実施

方法を記載すること。 

オ 仕様書第７条「(３)整備方針の作成」の各項目における業務実施方法を記載

すること。 

カ 本業務を実施するにあたり、技術者の人数や実務経験年数など、業務実施体

制を記載すること。 

キ その他、提案事項や特にアピールしたい事項を記載すること。 

ク ＣＤ－Ｒなどの光学ディスクに提案書の電子データ（Word、PowerPoint、PDF

等）を保存し提出すること。 

  ⑥ 「５ 価格提案書」に記載する参考見積金額は、消費税及び地方消費税を除いた

ものとし、見積額の積算内訳書も添付すること。現に積算をしているか否かを確

認するので、価格提案書の提案価格と提案価格積算内訳書の金額が合致しない場

合は失格とする。 

  また、価格提案書を提出する際は、本業務及び導入可能性調査業務の提案価格

にそれぞれ消費税及び地方消費税を加えた額を合算した総額が委託限度額を超え

てはならない。 
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８ 審査方法                                  

契約候補者を選定するための審査は、第１次審査と第２次審査の２段階で行う。選考に

あたっては、市職員で構成する選定委員会が審査を行う。 

（１）第１次審査 

第１次審査は、参加資格要件を満たし提案価格が提案限度額内にある者を第１次審

査基準により項目ごとに採点し、合計点数が高い上位５者を第１次審査通過者とする。 

第１次審査の結果は、審査書類を提出した全ての応募者に対して、令和５年１２月

１日（金）以降に電子メールにて通知する。 

 

 

（２）第２次審査 

第１次審査通過者は、提出した企画提案書に基づき、指定した日時にプレゼンテー

ションを行う。資料の追加提出やオンライン形式でのプレゼンテーションは認めない。 

第２次審査は、１者ずつ会場に呼び込む方法とし、１者の持ち時間は、プレゼンテ

ーションに２０分、質疑応答に１０分の合計３０分とする。事前準備及び後片付けの

時間は含まない。 

なお、スクリーンと電源コンセントは、本市で用意するが、それ以外の必要な機材

は参加者が用意することとする。また、質疑応答の対応は、業務に精通した主任技術

者を充てることが望ましい。 

プレゼンテーションの実施順は、企画提案書等の全ての提出書類の受付が遅かった

事業者から順に行う。 

第２次審査の結果は、全ての応募者に対して、令和５年１２月１５日（金）以降に

電子メールにて通知する。 

 

（３）契約候補者の選定及び決定 

第１次審査における評価点（満点５０点）及び第２次審査における評価点（満点１

００点）を合計した総評価点が高い順に第１位候補者、第２位候補者、第３位候補者

とし、それ以外の者は不合格者とする。その後、第１位候補者を契約候補者として提

案内容の確認を行い、協議が整わない場合は、第２位候補者を契約候補者として協議

を行う。第２位候補者とも協議が整わない場合は、第３位候補者を契約候補者として

協議を行う。 

なお、総評価点の最高得点者が２者以上あるときは、第２次審査基準の企画提案の

評価点（満点５０点）の高い者を第１位候補者とし、それも同点の場合は抽選とする。 

ただし、候補者となっても、価格評価点以外の評価点（満点１４０点）が６０％（８

４点）を超えない場合は失格とする。 
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９ 評価方法及び選定基準                            

（１）評価方法 

下記の評価項目に基づき、厳正な評価を実施する。 

 

■第１次審査基準 

評価項目 評価基準 評価点 

事業実績 過去の業務実績から見て、確実に委託業務を遂

行できる能力を有しているか。 

１０ 

実施体制 業務の実施体制・担当者の配置状況が的確かつ

適正であるか。 

１０ 

企画提案 仕様書に基づき、その目的、内容等を的確に反

映した内容になっているか。 

２０ 

価格項目 本業務及び導入可能性調査の見積金額の総額

で評価する。 

１０ 

・価格項目（価格評価点）算出基準 

 （参加事業者内での最低提案見積金額／提案見積金額）×10点 

※少数点第３位を四捨五入し、小数点第２位を求める 

 

■第２次審査基準 

区分 評価基準 評価項目 評価点 評価方法 

事
業
実
績 

会社概要 

品質管理やセキ

ュリティに対す

する組織の取

組、事業所能力

等 

５ 

・会社概要、品質管理やセキュリティなどへの資格取

得状況、社員教育、顧客データ管理方法、品質管理方

法、災害対策等に係る社内基準やマニュアル等の策

定、セキュリティ対策への組織の具体的な取組状況 

業務実績 

企業の業務実績

（告示日までの

実績で評価す

る） 

１０ 

・業務の実績２件を下記の順位で評価する。 

① 同種業務の実績が２件以上有する 

② 同種の業務を１件、類似業務の実績が１件以上 

③ 同種業務の実績が１件 

④ 類似業務の実績が２件以上 

⑤ ①～④以外 

実施体制 
本業務のための

実施体制 
１５ 

・本業務における指揮命令系統と責任体制 

・同種又は類似業務の実績がある主任技術者の配置 
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企
画
提
案 

企画提案書 

企画提案書の適

格性、実現性、独

創性 

５０ 

・仕様書の内容を踏まえ、論理的でわかりやすい、見

やすい企画提案となっていること。 

・業務実施手順を示す作業フロー及び工程表が適当

であること。 

・野田市及び対象施設の現状と課題を的確にとらえ、

それを踏まえた提案となっていること。 

・本業務が今後実施する導入可能性調査の実施に効

果的であり、またどのようにつなげるかが明確であ

ること。 

・目的の達成に向け実現性が高く、かつ独創性のある

内容となっていること。 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

ヒアリング 

業務に対する技

術力や理解度、

柔軟性 

２０ 

・業務を実施するために必要な技術力等が確認でき、

業務の目的や内容を把握し、質問に対して適切な回

答、技術的根拠に基づく説明ができること。 

・本市の実情を踏まえた上で、本業務に取り組む意欲

があり、今後の関わりの中で柔軟な対応が可能であ

ること。 

  

（２）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、失格となる。 

１ 「４ 参加資格」に記載している要件を満たさなかった場合。 

２ 企画提案書等の提出書類全てが提出期限までに提出されなかった場合。 

３ 企画提案書等の提出書類に虚偽の記載があった場合。 

４ 本業務及び導入可能性調査業務の見積額（消費税等を含む）の総額が提案限度額を超

えている場合。 

５ その他、選定委員会において不適当と認められた場合。 

 

（３）選定結果の通知 

選定委員会による選定結果は、全ての提案者に電子メールで通知する。 

 

１０ 契約の締結 

選定委員会による選定結果に基づき、本市が第１優先交渉権者と具体的な業務内容及び契

約条件について協議し、仕様書等の調整を行い、随意契約の方法により契約を締結する。 

ただし、契約締結に係る協議が不調に終わったときや、本業務を委託することが著しく不

適当と認められる事態が生じたときは、契約を締結しない。この場合において、本業務の受

託準備のために要した費用は補償しない。 

なお、上記の場合、本市は第２優先交渉権者と契約に向けた交渉を行う。 
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１１ 留意事項 

（１）提案に関して必要な費用は、全て提案者の負担とする。 

（２）提案者より提出された企画提案書等については返却しないものとする。 

（３）提出期限以後の企画提案書等の修正は認めない。ただし、軽微な誤り等を修正するも

ので、本市が指示するものは除く。 

（４）提案書類は、本プロポーザルの実施のみに使用し、目的以外には使用しない。 

（５）提案者が１者の場合でも第２次審査のプレゼンテーションを実施する。 

（６）参加申込書の提出後、やむを得ない事情により参加を辞退する場合は、辞退届（様式

８）を提出すること。 
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（別紙）民間活力導入可能性調査業務の実施予定項目 

 

１ 整備方針の再整理 

   令和５年度に実施した業務報告書をもとに、前提条件や整備コンセプト、施設の整備

方針について再整理を行う。 

 

２ 民間事業者への意向調査（サウンディング型市場調査） 

本事業について、事業全体への意見、事業手法・類型ごとの民間事業者の参加意向

や独立採算事業提案の可能性、その他の必要な意見聴取を行う。 

実施方法は市と協議の上で決定する。 

（１）目的 

（２）事業概要書の作成 

（３）意向調査対象 

（４）想定される調査項目 

  

３ 財政負担軽減効果（ＶＦＭ）の検証 

従来方式や官民連携による事業手法について、事業コストや、定性的な事業実施の

メリット等をそれぞれの手法ごとに算出・整理し、ＶＦＭを評価する。事業費は公表

された単価や類似事例を用いて算出する。 

 

４ 総合評価 

事業収支、様々な観点でのメリット・デメリット、民間事業者参画の可能性等を総合

的に評価し、最適な事業手法を整理する。 

（１）事業手法の実現性  

（２）事業スケジュール 

（３）財政負担削減効果の有無 

（４）サービス水準  

（５）官民のリスク分担 

（６）課題の抽出 

 

５ 報告書の作成 

   上記の調査結果について取りまとめ、報告書を作成する。 



（様式１） 

令和  年  月  日 

 

質 問 書 

 

                  No.    

商号又は名称  

所 在 地  

質 問 者 

（連絡先） 

部   署  電話番号  

部署・職名  ＦＡＸ  

電子メール  

質問事項 

書類名  

質問項目  

項  番  ページ数  

（質問内容） 

（注）質問は要点を簡潔に記載すること。 



（様式２） 

 令和  年  月  日 

 

参 加 申 込 書 

 

 

（宛先） 野田市長 

 

所 在 地           

事 業 者 名 

代表者氏名                   印 

 

担当者所属  

氏    名 

電 話 番 号 

電子メール 

 

野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項

に基づき、下記の書類を添えて公募型プロポーザルへの参加を申し込みます。 

 

記 

 

添付書類 

・申立書（様式３） 

・会社概要 



（様式３） 

令和  年  月  日 

 

申 立 書 

                         

 

（宛先） 野田市長 

所 在 地 

事 業 者 名 

代表者氏名            印  

 

野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る公募型プロポーザルへの参加

に際し、下記のとおり相違ないことを申し立てます。 

 

記 

（１）野田市入札参加資格業者名簿（測量・コンサルタント）に登録されている者

であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 

（３）野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱の規定による指名停止措置を

受けている者でないこと。なお、参加申込書類の提出期限から受注候補者が特

定するまでの期間に、本市から指名停止措置を受けた者は、参加資格を失う。 

（４）野田市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成 12 年５月 11 日制定）に基づく

指名停止を受けていないこと。 

（５）法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（６）会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用申請をしたときは、同法に基づ

く裁判所からの更生手続開始決定がなされていること及び民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）の適用申請をしたときは、同法に基づく裁判所からの再生手

続開始決定がなされていること。 

（７）手形交換所による取引停止処分を受けたときは、停止処分を受けてから２年

を経過していること又は当該入札日前６か月以内に手形若しくは小切手の不渡

りを出していないこと。 

（９）過去５か年度（平成 30年度～令和４年度）において、同種業務（※１）又は

類似業務（※２）を実施した実績を有する者であること。 

（※１） 同種業務とは、水泳場を含む公共施設等の整備等に関する事業に係る導入可能性に

関する調査業務や民間活力の導入を前提とした基本計画等作成業務等をいう。 

（※２） 類似業務とは、水泳場以外のスポーツ施設の整備等に関する事業に係る導入可能性

に関する調査業務や民間活力の導入を前提とした基本計画等作成業務等をいう。 



（様式４） 

令和  年  月  日 

 

技 術 者 体 制 書 

 

（宛先） 野田市長 

 

 

野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る技術者の体制については、

次のとおりです。 

 

（１）主任技術者 

所 属  実務経験年数 

役 職    年  月 

（令和 5年 4月 1日現在） 氏 名  

業務実績の概要 

（業務名、発注

者、期間、内容等

を記入すること） 

 

 

所有資格 

資格の名称 登録番号 登録年月日 

   

   

   

   

   

※（１）の技術者について、所有資格を証明する書類の写しを添付すること。 

 ※ 業務実績の概要は、別紙（任意様式）としてもよい。 



（様式５－１） 

 令和  年  月  日 

 

企 画 提 案 書 

（本業務に関する部分） 

 

 

（宛先） 野田市長 

 

所 在 地           

事 業 者 名 

代表者氏名                   印 

 

担当者所属  

氏    名 

電 話 番 号 

電子メール 

 

野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項

に基づき、本業務に関する部分について、別添のとおり企画提案します。 

 



（様式５－２） 

 令和  年  月  日 

 

企 画 提 案 書 

（導入可能性調査業務に関する部分） 

 

 

（宛先） 野田市長 

 

所 在 地           

事 業 者 名 

代表者氏名                   印 

 

担当者所属  

氏    名 

電 話 番 号 

電子メール 

 

野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項

に基づき、導入可能性調査業務に関する部分について、別添のとおり企画提案しま

す。 

 



（様式６） 

令和  年  月  日 

 

価 格 提 案 書 

 

 

 （宛先） 野田市長 

 

所 在 地 

事 業 者 名 

代表者氏名            印 

代 理 人              

 

 

野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託において、以下のとおり本業務及び

民間活力導入可能性調査業務についての価格提案をいたします。 

 

名   称 野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託 

場   所 野田市自然経済推進部スポーツ推進課指定場所 

金   額 

(消費税相当額を除く) 

  千 百 十 万 千 百 十 一 

円也 
          

 

名   称 野田市総合公園水泳場民間活力導入可能性調査業務委託 

場   所 野田市自然経済推進部スポーツ推進課指定場所 

金   額 

(消費税相当額を除く) 

  千 百 十 万 千 百 十 一 

円也  

 

 

 
        

 

[注意]  １ 金額は、アラビア数字で正確に記入すること。 

２ 頭数字の前に￥を記入すること。 

３ 見積額の積算内訳書（任意様式）を添付すること。 



（様式７） 

令和  年  月  日 

 

委 任 状 

                        

 

（宛先） 野田市長 

 

 

委 任 者 

所 在 地 

事 業 者 名 

代表者氏名            印 

 

 

 私は、次の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

 

受 任 者（代 理 人） 

住    所 

氏    名              

 

 

（委任事項） 

貴市において執行される野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る公募

型プロポーザル及び価格提案に関する一切の件 

 



（様式８） 

令和  年  月  日 

 

辞 退 届 

                        

 

（宛先） 野田市長 

 

 

所 在 地   

事 業 者 名  

代表者氏名            印 

 

 

 野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託に係る公募型プロポーザルに参加を

申し込みましたが、以下の理由により辞退いたします。 

 

 

辞退の理由： 

 

 



野田市総合公園水泳場整備検討支援業務委託 

仕様書 

 

※本仕様書は、優先交渉権者からの提案内容を基に協議により詳細を決定します。 

 

第 1章 総則 

 

（総則） 

第１条 本仕様書は、野田市（以下「甲」という。）が委託する「野田市総合公園

水泳場整備検討支援業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

（背景と目的） 

第２条 野田市総合公園水泳場（以下「水泳場」という。）は、昭和５５年の開場以

来、市民が気軽に水に親しむことのできるふれあいの場として、幅広い年齢層の

方に利用されてきた。しかし、施設や設備の老朽化により、利用者の安全を確保

するには大規模な改修が必要となることや屋外プールは利用期間が夏季の２か月

程度に限られることから、費用対効果の観点等により、現在の水泳場は廃止と

し、新たに室内温水プールの整備を検討することとした。 

また、学校プールの老朽化も課題であることから、学校における水泳授業の受

け入れも将来的に視野に入れ、施設整備を行う。 

本業務は、室内温水プールを軸とした総合公園水泳場跡地の整備について、Ｐ

ＦＩ等の官民連携事業として実施すべく、民間活力導入可能性調査の実施を前提

とし、野田市の示す方針に従い、整備方針を作成することを目的とする。 

なお、原則として民間活力導入可能性調査については、業務の性質から効率的

に調査を実施できるよう、本業務の受託者に優先的に発注を予定するものとす

る。 

 

（作業計画） 

第３条 受託者(以下「乙」という。)は、最初に、主任技術者を定め、甲の承認を

得た後、作業工程表その他必要な書類を提出して甲の承認を受けなければならな

い。 

 

（責務） 

第４条 本業務に必要な既存資料は甲が貸与するが、貸与資料について、乙の過失

により破損紛失などを生じた場合には、乙がその責任を負うものとする。 

２ 貸与資料の保管には十分注意し、その資料の内容並びに本業務の過程及び結果



から知り得た情報などについて甲の許可なく公表してはならない。 

 

（履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和６年３月１５日までとす

る。 

 

（協議） 

第６条 本仕様書に定めのない事項、または作業の過程において本仕様書の内容若

しくは解釈について疑義を生じた場合には、甲乙協議して決定するものとする。 

 

 

第２章 委託業務内容 

 

(業務内容) 

第７条 本業務の内容は、以下に示すとおりとする。 

（１）現状把握 

① 関係法令、周辺状況等の前提条件整理 

本業務で想定する事業用地（総合公園水泳場跡地：約 18,000㎡）に関し、

再整備の前提となる建築基準法・都市計画等の関係法令の他、敷地の周辺状況

（アクセス、周辺施設）を整理する。 

  ② 既存水泳場の現状把握 

学校利用も想定し、市内における水泳場の状況について整理を行う。 

（２）施設整備コンセプトの検討 

① 室内温水プール及びその他導入を想定する機能とその規模感を整理する。 

② 既存の水泳場解体に係る概算事業費も考慮の上、室内温水プールの整備を

優先し、残る敷地部分の活用については、財政状況も考慮し将来的に整備を

行う二段階での整備も含めて検討する。 

③ 導入機能の検討に当たっては、類似事例を参照するなどしたアイデアベー

スでの検討を行う。 

④ 学校プール機能の集約など、導入施設を効果的に利活用する方法について

も検討する。 

（３）整備方針の作成 

① 民間事業者簡易ヒアリング 

    （１）（２）の結果をもとに、事業の実現可能性、民間事業者の参入意向

や活用アイデア等を把握するため、民間事業者数社を対象にヒアリングを

行う。対象、事業者数は市と協議の上、決定する。 

② 官民連携による基本的な事業スキーム検討 

官民連携手法で適用可能性のある事業スキームを整理する。整理した方式



のメリット・デメリット及び再整備を進めるに当たっての課題を整理する。 

③ 整備方針のとりまとめ 

整備予定施設・機能・ゾーニングイメージ・事業スキームのイメージ等の

整備方針を取りまとめ、施設の再整備に係る事業スケジュール案及び工程上

の留意事項を整理する。 

 

（検査） 

第８条 本業務については、所定の成果品について甲の検査を受け、この合格を得

て完了とし、成果品の引き渡しを行うものとする。 

２ 本業務完了後であっても、成果品に誤りがあった場合には速やかに修正を行う

ものとし、これにかかる費用は全て乙の負担とする。 

 

 

第３章 成果品 

 

（成果品） 

第９条 本業務の成果品は、次のとおりとする。 

（１）野田市総合公園水泳場整備検討支援業務報告書（Ａ４サイズ製本）２部 

（２）報告書電子データ（CD-ROMなど） 

 

（納入場所） 

第 10条 本業務の成果品は、野田市自然経済推進部スポーツ推進課に納入するもの

とする。 
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参考資料１（R4.11.9第２回野田市スポーツ推進審議会 会議資料抜粋／修正）  

総合公園水泳場について 

 総合公園水泳場は、昭和 55 年の開場以来、市民が気軽に水に親しむことので

きるふれあいの場として、幼児から一般の方まで幅広い年齢層の方に利用され

てきました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度と３年度は開場

を見合わせ、４年度の開場に向けての施設点検を実施しましたが、施設や設備の

老朽化に加え、２年間閉場していた影響もあり、利用者の安全を確保するには大

規模な改修が必要な状況にあります。 

屋外水泳場の標準的な耐用年数は約３０年とされている中、総合公園水泳場

は、開場から４２年が経過しており、今後のあり方について抜本的な検討を行う

時期であると考え、今後の整備方針（案）を作成しました。 

 

１ 総合公園水泳場の概要  

   野田市総合公園水泳場 

所在地 野田市清水９５８番地 

敷地面積 １７，９５３㎡ 

用途地域 第二種中高層住居専用地域 

開設期間 ７月第１土～９月第１日 ９時～１８時 

施設概要 50ｍプール、流水プール、ちびっこプール、子どもプール 

使用料 一般 710 円、中学生以下 280 円 

一般 280 円、中学生以下 60 円（15 時以降） 

開場年月 昭和５５年８月 

年間利用者数 約４４，０００人／年（過去５年間の平均） 
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２ 総合公園水泳場の利用状況 

（１）平成２０年度以降の水泳場利用者数 

 

利用者数については、年によりばらつきが見られ、特に台風などの天候や気温

による影響などがそのまま利用者数の減少につながっていると考えられる。 

 また、傾向としては、平成 26 年度以降、6 年間にわたり 5 万人を超えた年

がないことから、減少傾向にあると考えられる。 

 さらに、近年の猛暑の影響や、コロナ禍での密を避ける意識も残っていること

から、利用を控える人が増加することも予想される。 

 

 

（２）平成２７年度～令和元年度の５年間の水泳場収支 

年度 
開場 
日数 

利用者数 
（人） 

使用料収入 
（円） 

管理運営経費 
（円） 

収支差額 
（円） 

H27 65 44,731  16,158,310  41,595,080 ▲25,436,774 

H28 65 46,775  16,683,930  38,798,523 ▲22,114,593 

H29 65 40,557  14,681,930  39,346,887 ▲24,664,957 

H30 58 46,967  17,722,960  35,624,219 ▲17,901,259 

R1 58 41,262  14,979,710  34,178,295  ▲19,198,585  

計 311 220,292 80,226,840 189,543,004 ▲109,316,168 

 

さらに今後の収支については、昨今の燃料費等の高騰の影響等により、収支差

額は拡大する可能性がある。 

 

  

人 
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３ 市民アンケート調査の結果 

令和４年８月に 18 歳以上 1,000 名、12 歳～17 歳 1,000 名の計 2,000

名を対象に「野田市スポーツに関するアンケート調査」を実施した。 

まず、18 歳以上を対象とした「今までに市営スポーツ施設を利用したことが

あるか。（複数選択可）」の設問に対し、総合公園水泳場は 94 件で、最も多かっ

た総合公園体育館に続いて２番目に多い結果であった。 

 

 

次に、「今後、野田市で新しく整備・充実させてほしいスポーツ施設はあるか。

（３つまで○）」との設問に対し、１８歳以上では、「水泳場（室内温水）」が 91

件で最も多かった。 
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また、１２歳～１７歳では、最も多かったのは「体育館」で、２番目に多かっ

たのが「水泳場（室内温水）」で 86 件という結果であった。 
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４ 総合公園水泳場の今後のあり方について 

総合公園水泳場については、昭和５５年に開設して以来４２年が経過してい

ることから、更衣室やシャワールーム等がある管理棟のほか、プールサイドの地

面や鉄橋など、施設全体を改修する必要がある。 

水泳場は利用期間が夏季の２か月程度であることや、大規模な改修をするに

は全体で７億円近く経費がかかり、費用対効果という観点から施設の再開は非

常に困難であり、また、他の自治体を見ても同時期に建設された屋外プールは軒

並み廃止の方向にある。 

しかし一方で、市民アンケート調査の結果からも、市民のプールに対する要望

は多く、特に室内温水プールの要望が多かったことから、総合公園の水泳場は廃

止をするが、新たに１年を通して利用できる室内温水プールの整備を検討して

いく。  

 

■今後の整備方針（案） 

・ 新たに一年中利用できる室内温水プールを整備し、市民の健

康増進と憩いの場とする。 

 

・ 整備にあたっては、まずは、学校プールの老朽化も問題とな

っていることから、将来的に学校の水泳授業の受け入れも視野

に入れ、施設の規模やコスト、PFIを始めとする整備手法の検

討も含めた調査業務を委託して実施する。 

 

・ 室内温水プールの建設を優先して行い、残りの敷地は、総合

公園全体として付加価値の高い施設整備を検討していく。 



 

参考資料２ 位置図 

主要地方道つくば野田線 

主要地方道結城野田線 

国道 16号 

東武野田線 

清水公園駅 

愛宕駅 

七光台駅 

野田市総合公園 

所 在 地：野田市清水 958番地 

敷地面積：17,953㎡（水泳場のみ） 

用途地域：第 2種中高層住居専用地域 
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